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地
域
型
保
育
事
業
所
は
、
定
員
19
人
以
下
で
基

準
を
満
た
し
て
い
る
市
の
認
可
を
受
け
た
小
規
模

な
保
育
施
設
で
す
。
こ
の
た
び
、
8
月
か
ら
新
た

な
地
域
型
保
育
事
業
所
が
誕
生
し
ま
し
た
。

▼
名
称
お
よ
び
事
業
種
別
　

　
あ
ゆ
み
保
育
園
（
家
庭
的
保
育
事
業
）

▼
定
員
　
5
人

▼
住
所
　
棚
田
町
1
―
50
―
1

▼
電
話
番
号
　
５
５
３
―
５
２
７
７　

▼
対
象
年
齢
　
生
後
８
週
間
〜
2
歳
児

▼ 

利
用
で
き
る
方
　
保
護
者
の
就
労
な
ど
に
よ

り
、
お
子
さ
ん
を
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
方

▼ 

負
担
額（
保
育
料
）　
保
護
者
の
収
入
に
応
じ
て

市
が
決
定
し
ま
す
。（
保
育
料
は
直
接
施
設
に

お
支
払
い
く
だ
さ
い
）

▼ 

利
用
方
法
　
認
可
保
育
所
と
同
様
に
利
用
希
望

月
の
前
月
15
日
ま
で
に
必
要
書
類
を
子
育
て
支

援
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
詳
し
い

内
容
は
同
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
同
課
保
育
担
当（
内
線
２
６
３
）
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9月は敬老月間です

地　区 開催日 場　　所

忍 １０月 ４日㈰ 商工センター

行　田 ９月１６日㈬ 商工センター

佐間①※1 ９月１２日㈯ 佐間公民館

佐間②※1 ９月１３日㈰ 婦人ホーム

佐間③※1 ９月２０日㈰ 婦人ホーム

持　田 ９月２０日㈰ 持田公民館

星河①※2 ９月１３日㈰ 星河公民館

星河②※2 ９月１２日㈯ 星河公民館

長野①※3 ９月２１日㈪ 長野公民館

長野②※3 ９月２２日㈫ 桜ヶ丘公民館

   敬老祝金を贈呈します
　９月15日現在で、市内に引き続き１年以上居住し、住民基本台帳に記録されている満77歳、満88歳、満
99歳の方へ長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、敬老祝金(行田商店共通商品券)を贈呈します。
※各地区を担当する民生委員が戸別配布します。

   行田市敬老祝賀式典を開催します
　在宅高齢者の介護などで高齢者福祉に功績のあった家庭（敬老模範家庭・三夫婦世帯）をたたえ、表彰を行う
とともに、結婚50年(昭和40年12月31日以前に結婚)を迎える(迎えた)夫婦（金婚夫婦）に、表彰状と記念品
を贈呈します。

   敬老祝賀式典
▶日　　時　 ９月５日㈯午前10時
▶場　　所 　「みらい」文化ホール  ※敬老模範家庭・三夫婦世帯については「市報ぎょうだ」11月号に掲載する予定です。

各地区で敬老会が開催されます
　各地区で開催される敬老会の日程は、次のとおりです。

地　区 開催日 場　　所

荒　木 ９月１３日㈰ 荒木小学校体育館

須　加 ９月１３日㈰ 総合福祉会館「やすらぎの里」

北河原 ９月１３日㈰ 北河原公民館

埼　玉 ※４

星　宮 ９月 ６日㈰ 老人福祉センター大堰永寿荘

太　井 ９月１３日㈰ 太井公民館

下　忍 ９月１７日㈭ 湯本天然温泉  茂美の湯

太　田 ※４

南河原 ９月１３日㈰ 南河原小学校体育館

※１　佐間①（大町・緑町・一佐間・二佐間・佐間神明・佐間三間）
　　　佐間②（向友会）
　　　佐間③（第一旭・第二旭）
※２　星河①（飯倉・栄町・春日・第二谷郷東第一・第二谷郷東第二・東栄・谷郷小橋団地・第三谷郷）
　　　星河②（第一斉条・斉条団地・二斎条・一和田・第二和田区・第一谷郷区・柳坪・第二谷郷新田・東台）
※３　長野①（一桜・田幡・林区・橋場・中斉・堀の内・つるまき・満願・白山区・大下区・新田区）
　　　長野②（二桜・三桜南部・富士見中央・富士見東部・富士見西部・三桜北部・桜ヶ丘・富士見北部・長野住宅）
※４　埼玉地区および太田地区については、単位自治会ごとに日時・場所が異なります（対象者へ各自治会から連絡があります）。

▶問い合わせ　高齢者福祉課高齢福祉担当（内線225）

平成27年  国勢調査を実施します
　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、日本に住んでいる全ての人と世帯を対
象として実施する国の最も重要な調査です。
　調査結果は、さまざまな法令で使われる他、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私たちの
暮らしのために役立てられます。皆さまのご協力をよろしくお願いします。

▶期　　日　10月1日㈭
▶対　　象　日本に住んでいる全ての人(外国人を含む)および世帯
▶ 調査方法　 9月上旬から調査員が各世帯を訪問し、「インターネット回答案内」を配布します。一定
期間、世帯からインターネットによる回答を受けた後、インターネット回答がなかった世帯のみ9
月下旬から調査員が調査票を配布します(オンライン調査先行方式）。

　　なお、調査票の提出は、次のいずれかの方法を世帯が選択することができます。
　・調査票を封筒に入れて、「封をしないで」国勢調査員に提出
　・調査票を封筒に入れて、「封をして」国勢調査員に提出(封入提出)
　・郵送による提出
　・インターネットによる回答

　これまでの国勢調査との変更点
　平成27年の国勢調査から、インターネットでも回答することができるようになりました。
　※パソコンだけでなく、タブレット端末やスマートフォンからも回答できます。

オンライン調査先行方式の流れ

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください
　国勢調査員は「国勢調査員証」を身に付けています。不審に思った場合には、企画政策課統計担当ま
で問い合わせください。

▶ 国勢調査に関する問い合わせ　国勢調査コールセンター☎0570―07―2015(ナビダイヤル)また
は☎03―4330―2015(ＩＰ電話の場合)

　【設置期間】10月31日㈯まで
　【受付時間】午前8時～午後9時
　【国勢調査キャンペーンサイト】http://kokusei2015.stat.go.jp/index.htm

▶ 問い合わせ　同課統計担当(内線310)
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